
パート・アルバイト雇用の負担増？ 

 今後も予定される最低賃金の引上げや、

社会保険加入の適用拡大などにより、パー

ト・アルバイトを雇用するためのコストが

上昇し続けることも予想されます。 

将来的には経営者として、これらの人た

ちに辞めてもらわなければならないという

苦渋の決断を迫られる場面があるかもしれ

ません。このときに注意を要するのは、こ

れらの労働者に辞めてもらう（以下「雇止

め」）場合には、労働契約法や判例によって

一定の制限が設けられていることです。 

有期労働契約と更新 

 期間の定めのある労働契約（以下「有期

労働契約」）は、原則的には各契約期間満了

時に、互いが契約の更新をするかしないか

合意をすることにより、改めて労働契約を

締結することになります。ただ、実務的に

は各契約期間満了後もパートさんが引き続

き働き続け、会社がそれについて特に何も

言わず黙認しているような場合も多いと思

われます。このような場合での法律的解釈

は更新（黙示の更新）が行われたものとさ

れます。さらに、この黙示の更新の契約内

容については、更新前の契約が引き継がれ

ると解されます。 

 

雇止めの制限 

 黙示の更新が繰り返されるとどのような

ことが予想されるでしょうか。パートさん

としては「会社が何も言ってこないので、

このままこの会社で働き続けられるな」と

期待を持つでしょう。そこで突然会社が「次

の更新はしません」と言ってきたら、パー

トさんの生活の安定に支障をきたす可能性

があります。そこで労働契約法 19条によっ

て「雇止め」に関して一定の制限を設けて

います。制限の内容についての大枠の理解

は、「雇止め」を有効にするには「解雇」に

準ずる取扱いが必要、つまり、その「雇止

め」をすることに客観的で合理的な理由が

あり、かつ、「雇止め」をすることが社会通

念上も相当と認められる場合に限り「雇止

め」が有効となります。 

会社として注意すること 

「雇止め」の制限が必要なのは、パートさ

んに「次も更新できる」という期待がある

からです。そこで会社は、「雇止め」を考え

るならば、当初の労働契約や就業規則等に、

あらかじめ更新回数の上限や更新の条件な

どを記載し、その記載内容を正しく運用す

る必要があります。 
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「雇止め」には注意 

性急な「雇止め」は

労務トラブルのリス

クがあります。 
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